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６－１ 誘導施設設定の考え方 

（１）誘導施設とは 

誘導施設とは、医療施設、福祉施設、商業施設等、都市における居住者の共同の福祉の
利便性向上のために必要な施設で、都市機能誘導区域内に定める施設です。 

また、誘導施設は、新たに整備・誘導する施設だけでなく、「立地適正化計画作成の手引
き（国土交通省）」では、「既に都市機能誘導区域内に立地しており、今後も必要な機能の
区域外への転出・流出を防ぐために誘導施設として定めることも考えられる」とされていま
す。 

以上の考え方を踏まえ、本市では、誘導施設の設定を通じて、既存施設の機能維持に努
めるほか、現時点で立地していない、もしくはニーズに対してサービスが十分に提供されて
いない施設については、立地適正化計画と連動する様々な施策を推進することで、新たに
整備・誘導していくこととします。 

 

（２）想定される誘導施設のイメージ 

誘導施設は機能別にみると、行政、介護福祉、子育て、商業、医療、金融、教育・文化等が
あり、「立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）」では、各拠点に必要な機能のイメー
ジとして、以下の内容が示されています。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【各拠点に必要な機能のイメージ】 

参照：立地適正化計画作成の手引き 

 中心拠点 地域／生活拠点 

行政機能 ■中枢的な行政機能  
例例．．本本庁庁舎舎  

■日常生活を営む上で必要となる行政
窓口機能等  

例例．．支支所所、、福福祉祉事事務務所所ななどど各各地地域域事事務務所所 

介護福祉 
機能 

■市町村全域の市民を対象とした高
齢者福祉の指導・相談の窓口や活
動の拠点となる機能  

例例．．総総合合福福祉祉セセンンタターー 

■高齢者の自立した生活を支え、又は
日々の介護、見守り等のサービスを受
けることができる機能  

例例．．地地域域包包括括支支援援セセンンタターー、、在在宅宅系系介介護護
施施設設、、ココミミュュニニテティィササロロンン  等等 

子育て機能 

■市町村全域の市民を対象とした児
童福祉に関する指導･相談の窓口
や活動の拠点となる機能  

例例．．子子育育てて総総合合支支援援セセンンタターー 

■子どもを持つ世代が日々の子育てに
必要なサービスを受けることができる
機能  

例例．．保保育育所所、、ここどどもも園園、、児児童童ククララブブ､､子子育育
てて支支援援セセンンタターー､､児児童童館館  等等 

商業機能 

■時間消費型のショッピングニーズな
ど、様々なニーズに対応した買い
物、食事を提供する機能  

例例．．相相当当規規模模のの商商業業集集積積 

■日々の生活に必要な生鮮品、日用品
等の買い回りができる機能  

例例．．延延床床面面積積○○㎡㎡以以上上のの食食品品ススーーパパーー 

医療機能 
■総合的な医療サービス(二次医療）

を受けることができる機能  
例例．．病病院院 

■日常的な診療を受けることができる機能  
例例．．延延床床面面積積○○㎡㎡以以上上のの診診療療所所 

金融機能 
■決済や融資などの金融機能を提供

する機能  
例例．．銀銀行行、、信信用用金金庫庫 

■日々の引き出し、預け入れなどができ
る機能  

例例．．郵郵便便局局 

教育・文化 
機能 

■市民全体を対象とした教育文化サ
ービスの拠点となる機能  

例例．．文文化化ホホーールル、、中中央央図図書書館館 

■地域における教育文化活動を支える
拠点となる機能  

例例．．図図書書館館支支所所、、社社会会教教育育セセンンタターー 
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６－２ 誘導施設の設定フロー 

想定される誘導施設のイメージを踏まえ、佐賀市においては以下の流れに基づき誘導施
設の設定を行います。 

   

立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）での 
「各拠点に必要な機能のイメージ」を確認 

検討対象施設の分類 

高次都市機能施設※1 拠点集約型施設※2 分散型施設※3 

※1 全市民による利用を想定し、１施設で市全域や市外に影響力がある施設 
※2 地域単位での利用を想定し、１施設で各地域をカバーすることが望まれる施設 
※3 市域全域にまんべんなく立地していることが望まれる施設 

【誘導施設の設定フロー】 

検討対象施設の抽出 

① 市民ニーズの把握 

② 公共施設の具体的な整備計画の把握 

③ 市内における立地状況の整理 

佐賀駅周辺拠点 
都市機能誘導区域の 

誘導施設として位置付け 

佐賀駅周辺拠点 
諸富地域拠点・大和地域拠点
都市機能誘導区域の誘導施

設として位置付け 

市域全域における 
立地が望まれるため、 

誘導施設として位置付けない 
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６－３ 検討対象施設の抽出 

（１）市民ニーズの把握 

市民意向において「佐賀駅周辺に充実させた方が良い施設」について聞いたところ、以
下のとおり、いずれの施設もまんべんなく望まれている結果となりました。 

 

（２）公共施設の具体的な整備計画の把握 

市内に立地している公共公益施設については、佐賀城公園内に立地する「市村記念体
育館」を文化・芸術施設へ改修する予定となっており、佐賀市立図書館では古い設備の更
新等の施設改修を計画しています。 

また、「佐賀市立図書館 諸富館」及び「諸富町公民館」について、移転・建て替えを予定
しています。 

その他の施設については、移転・建て替えの予定はなく、現位置での機能維持を目指し
ていきます。 

  

【佐賀駅周辺に充実させた方が良い施設（市民意向調査結果）】 
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（３）検討対象施設の抽出 

「立地適正化計画作成の手引き（国土交通省）」において、各拠点に必要な機能のイメ
ージとして示されている施設や市民ニーズ、公共公益施設の整備計画、実際の施設立地状
況を参考に、誘導施設の検討対象を以下のとおりとします。 

なお、立地適正化計画における誘導施設は「居住者の共同の福祉の利便性向上のため
に必要な施設」と位置付けられていることから、来訪者の利用を目的とした宿泊施設やコワ
ーキングスペース、カフェについては対象外とします。 

公園については、誘導施策により整備を検討します。 

 

 

区分 施設内容 

行政機能 
市役所本庁舎 

市役所支所 

介護福祉機能 

広域連合事務局 

保健福祉会館等 

地域包括支援センター（おたっしゃ本舗） 

老人福祉センター 

高齢者福祉施設 

子育て機能 

中央児童センター 

子育て支援センター 

その他児童館等 

幼稚園・保育園・認定こども園 

商業機能 

百貨店 

食品スーパー 

コンビニエンスストア 

ドラッグストア 

医療機能 

地域医療支援病院 

一般病院 

診療所 

金融機能 

銀行（本店・支店・営業所） 

農協（本店・支店・営業所） 

信用金庫（本店・支店・営業所） 

郵便局（中央・その他） 

教育文化機能 

文化・芸術施設 

図書館（本館・分館） 

体育館 

博物館・美術館 

公民館 

高等教育機関（大学） 

【都市機能施設の分類】 
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６－４ 検討対象施設の分類 

誘導施設の設定にあたり、施設の役割や特性を踏まえた分類を行います。 

分類の考え方としては、全市民による利用を想定し、１施設で市全域や市外にも影響力
がある施設を「高次都市機能施設」、地域単位での利用を想定し、１施設で各地域をカバ
ーすることが望まれる施設を「拠点集約型施設」に位置付けます。 

また、都市機能誘導区域を含め、市内にまんべんなく配置することが望ましい施設につい
ては、「分散型施設」として位置付けます。 

「高次都市機能施設」および「拠点集約型施設」は誘導施設に位置付け、高次都市機
能施設については佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域に、拠点集約型施設については佐
賀駅周辺拠点都市機能誘導区域及び諸富地域拠点・大和地域拠点都市機能誘導区域
への誘導を目指します。 

 

  
【検討対象施設の分類イメージ】 

≪「誘導施設」として位置付けない施設≫ 

≪「誘導施設」として位置付ける施設≫ 
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区
分 

施設内容 
高
次
都
市 

機
能
施
設 

拠
点
集
約

型
施
設 

分
散
型 

施
設 

設定理由 

行
政
機
能 

市役所本庁舎 〇 － － 

・全市民による利用が想定され、１施設で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

市役所支所 － 〇 － 
・地域単位での利用が想定され、１施設で
各地域をカバーすることが望まれるため、
拠点集約型施設に分類 

介
護
福
祉
機
能 

広域連合事務局 〇 － － 

・１施設で周辺市町を含めた広域をカバー
することが想定されるため、利用者のアク
セス性を考慮して高次都市機能施設に分
類 

保健福祉会館等 〇 － － 

・全市民による利用が想定され、１施設で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

地域包括支援センター 
(おたっしゃ本舗） 

〇 － － 

・市内に点在する地域包括センターの本部
機能であり、１施設で市全域をカバーする
ことが想定されるため、利用者のアクセス
性を考慮して高次都市機能施設に分類 

老人福祉センター － － 〇 ・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 高齢者福祉施設 － － 〇 

子
育
て
機
能 

中央児童センター 〇 － － 

・全市民による利用が想定され、１施設で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

子育て支援センター － － 〇 

・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 

その他児童館等 － － 〇 

幼稚園・保育園・認定
こども園 

－ － 〇 

商
業
機
能 

百貨店 〇 － － 

・周辺市町を含めた広域的な集客力を持
ち、交流やにぎわいをもたらすため、利用
者のアクセス性を考慮して高次都市機能
施設に分類 

食品スーパー － 〇 － 
・集客力を持ち、地域ににぎわいをもたらす
ため、拠点集約型施設に分類 

コンビニエンスストア － － 〇 ・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 ドラッグストア － － 〇 

【検討対象施設の分類】 

佐賀駅周辺拠点 
都市機能誘導区域
の誘導施設として 

位置付け 

※1 
※2 

※3 

※1 全市民による利用を想定し、１施設で 
市全域や市外に影響力がある施設 

※2 地域単位での利用を想定し、１施設 
で各地域をカバーすることが望まれ 
る施設 

※3 市域全域にまんべんなく立地してい 
ることが望まれる施設 

佐賀駅周辺拠点・ 
諸富地域拠点・大和
地域拠点都市機能
誘導区域の誘導施
設として位置付け 
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区
分 

施設内容 
高
次
都
市 

機
能
施
設 

拠
点
集
約

型
施
設 

分
散
型 

施
設 

設定理由 

医
療
機
能 

地域医療支援病院 
（医療法第４条に規定
する施設で、地域医療
の確保を図る病院とし
て都道府県知事が個別
に承認するもの） 

○ － － 

・１施設で周辺市町を含めた広域をカバ
ーすることが想定されるため、利用者の
アクセス性を考慮して高次都市機能施
設に分類 

一般病院 
（医療法第１条の５第１項
に規定する施設（２０人
以上の患者を入院させる
ための施設を有するも
の）） 

－ ○ － 
・市内外からの利用・集客が見込めるほ
か、地域単位での利用が想定されるた
め、拠点集約型施設に分類 

診療所 
（医療法第１条の５第２項
に規定する診療所のう
ち、内科・外科・小児科の
いずれかを診療科目とし
ているもの） 

－ － ○ 
・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 

金
融
機
能 

銀行、農協、信用金
庫（本店） 

○ － － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、地域
における農業振興の拠点としての本店
機能を有するため、利用者のアクセス性
を考慮して高次都市機能施設に分類 

銀行、農協、信用金
庫（支店、営業所） 

－ 〇 － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、地域
における農業振興の拠点としての機能を
有するため、拠点集約型施設に分類 

郵便局（中央） ○ － － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、郵便
機能を有しており、市の中核となる郵便
局として市全域をカバーすることが想定
されるため、利用者のアクセス性を考慮
して高次都市機能施設に分類 

 
 
郵便局（その他） － － 〇 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、郵便
機能を有しており、市全域に立地してい
ることが望ましいため、分散型施設に分
類 

【検討対象施設の分類】 

※1 全市民による利用を想定し、１施設で 
市全域や市外に影響力がある施設 

※2 地域単位での利用を想定し、１施設 
で各地域をカバーすることが望まれ 
る施設 

※3 市域全域にまんべんなく立地してい 
ることが望まれる施設 

佐賀駅周辺拠点・ 
諸富地域拠点・大和
地域拠点都市機能
誘導区域の誘導施
設として位置付け 

佐賀駅周辺拠点 
都市機能誘導区域
の誘導施設として 

位置付け 

※1 
※2 

※3 
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区
分 

施設内容 
高
次
都
市 

機
能
施
設 

拠
点
集
約

型
施
設 

分
散
型 

施
設 

設定理由 

医
療
機
能 

地域医療支援病院 
（医療法第４条に規定
する施設で、地域医療
の確保を図る病院とし
て都道府県知事が個別
に承認するもの） 

○ － － 

・１施設で周辺市町を含めた広域をカバ
ーすることが想定されるため、利用者の
アクセス性を考慮して高次都市機能施
設に分類 

一般病院 
（医療法第１条の５第１項
に規定する施設（２０人
以上の患者を入院させる
ための施設を有するも
の）） 

－ ○ － 
・市内外からの利用・集客が見込めるほ
か、地域単位での利用が想定されるた
め、拠点集約型施設に分類 

診療所 
（医療法第１条の５第２項
に規定する診療所のう
ち、内科・外科・小児科の
いずれかを診療科目とし
ているもの） 

－ － ○ 
・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 

金
融
機
能 

銀行、農協、信用金
庫（本店） 

○ － － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、地域
における農業振興の拠点としての本店
機能を有するため、利用者のアクセス性
を考慮して高次都市機能施設に分類 

銀行、農協、信用金
庫（支店、営業所） 

－ 〇 － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、地域
における農業振興の拠点としての機能を
有するため、拠点集約型施設に分類 

郵便局（中央） ○ － － 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、郵便
機能を有しており、市の中核となる郵便
局として市全域をカバーすることが想定
されるため、利用者のアクセス性を考慮
して高次都市機能施設に分類 

 
 
郵便局（その他） － － 〇 

・日常生活における現金の引き出し、決
裁、融資等の窓口業務を行うほか、郵便
機能を有しており、市全域に立地してい
ることが望ましいため、分散型施設に分
類 

【検討対象施設の分類】 

※1 全市民による利用を想定し、１施設で 
市全域や市外に影響力がある施設 

※2 地域単位での利用を想定し、１施設 
で各地域をカバーすることが望まれ 
る施設 

※3 市域全域にまんべんなく立地してい 
ることが望まれる施設 

佐賀駅周辺拠点・ 
諸富地域拠点・大和
地域拠点都市機能
誘導区域の誘導施
設として位置付け 

佐賀駅周辺拠点 
都市機能誘導区域
の誘導施設として 

位置付け 

※1 
※2 

※3 

第６章 誘導施設の設定 
 

117 
 

 
 

 
   

区
分 

施設内容 
高
次
都
市 

機
能
施
設 

拠
点
集
約

型
施
設 

分
散
型 

施
設 

設定理由 

教
育
文
化
機
能 

文化・芸術施設 〇 － － 

・市内外からの利用が想定され、少数で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

図書館（本館） ○ － － 

・全市民による利用が想定され、１施設で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

図書館（分館） － 〇 － 
・地域単位での利用が想定され、１施設
で各地域をカバーすることが望まれるた
め、拠点集約型施設に分類 

体育館 － 〇 － 

・市内外からの利用・集客が見込めるほ
か、地域単位での利用が想定され、１施
設で各地域をカバーすることが望まれる
ため、拠点集約型施設に分類 

博物館・美術館 〇 － － 

・市内外からの利用が想定され、少数で
市全域をカバーすることが想定されるた
め、利用者のアクセス性を考慮して高次
都市機能施設に分類 

公民館 － － 〇 
・市全域に立地していることが望ましいた
め、分散型施設に分類 

高等教育機関 
（大学） 

〇 

   
－ － 

・若者世代が多く集まり、交流やにぎわい
をもたらすため、利用者のアクセス性を
考慮して高次都市機能施設に分類 

【検討対象施設の分類】 

※1 全市民による利用を想定し、１施設で 
市全域や市外に影響力がある施設 

※2 地域単位での利用を想定し、１施設 
で各地域をカバーすることが望まれ 
る施設 

※3 市域全域にまんべんなく立地してい 
ることが望まれる施設 

 

佐賀駅周辺拠点・ 
諸富地域拠点・大和
地域拠点都市機能
誘導区域の誘導施
設として位置付け 

佐賀駅周辺拠点 
都市機能誘導区域
の誘導施設として 

位置付け 

※1 
※2 

※3 
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６－５ 各都市機能誘導区域における誘導施設の立地状況 

佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域、諸富地域拠点・大和地域拠点都市機能誘導区域に
おいて、誘導施設（高次都市機能施設・拠点集約型施設）の立地状況を整理します。 

     

（１）行政機能 

   【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 

【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（２）介護福祉機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（３）子育て機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（４）商業機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（５）医療機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（６）金融機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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（７）教育・文化機能 
   

【佐賀駅周辺拠点都市機能誘導区域】 

【諸富地域拠点都市機能誘導区域】 【大和地域拠点都市機能誘導区域】 
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６－６ 誘導施設の設定 

前項の誘導施設の立地状況等を踏まえ、各都市機能誘導区域における誘導施設を以下の
とおり設定します。 

 

赤字：高次都市機能施設 

〇 ：誘導施設に位置付ける施設 

―：誘導施設に位置付けない施設 

△：都市機能誘導区域外に立地している施設 

 

区分 施設内容 

求められる機能 

●地域住民生活の利便性向上のための施設 

●拠点性を高め市
の 活 力 を 牽 引
し、広域的な利
用が見込まれる
施設 

 

行政 
機能 

市役所本庁舎 〇 － － 

市役所支所 － 〇 △ 

介護福 
祉機能 

広域連合事務局 〇 － － 

保健福祉会館等 〇 － － 

地域包括支援 
センター 
(おたっしゃ本舗） 

〇 － － 

子育て 
機能 中央児童センター 〇 － － 

商業 
機能 

百貨店 〇 － － 

食品スーパー ○ ○ ○ 

医療 
機能 

地域医療支援 
病院 ○ － － 

一般病院 ○ ○ ○ 

金融 
機能 

銀行、農協、信用
金庫（本店） ○ － － 

銀行、農協、信用
金庫（支店） ○ ○ ○ 

郵便局（中央） ○ － － 

教育文化 
機能 

文化・芸術施設 ○ － － 

図書館（本館） ○ － － 

図書館（分館） － ○ △ 

体育館 ○ 〇 △ 

博物館・美術館 〇 － － 

高等教育機関 
（大学） ○ － － 

【誘導施設】 
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区分 誘導施設 誘導施設の定義 

行政 
機能 

市役所本庁舎 地方自治法第４条第１項に規定する施設であって、佐賀市役
所の位置を定める条例に規定する施設 

市役所支所 地方自治法第１５５条第１項に規定する施設であって、佐賀市
支所設置条例に規定する施設 

介護福祉
機能 

広域連合事務局 地方自治法第１３８条第２項に規定する施設であって、佐賀中
部広域連合議会事務局設置条例に規定する施設 

保健福祉会館等 
佐賀市保健福祉会館条例に規定する施設及び地域保健法
第５条第１項に規定する施設であって、佐賀県保健福祉事務
所設置条例第２条第２項に規定する施設 

地域包括支援センター 
(おたっしゃ本舗） 

介護保険法第１１５条の４６第２項に規定する施設であって、
佐賀中部広域連合包括的支援事業の実施に関する基準を
定める条例に規定する施設のうち、本部機能を有する施設 

子育て 
機能 中央児童センター 

児童福祉法第３５条第３項及び地方自治法第２４４条第１項
に規定する施設であって、佐賀市児童館条例第２条に規定す
る施設のうち、中央機能を有する施設 

商業 
機能 

百貨店 大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積  
１０，０００㎡以上の商業施設 

食品スーパー 
小売店舗のうち、生活に必要な飲食料品や生鮮食料品を取
り扱う売り場面積２５０㎡以上の店舗（コンビニエンスストア・
ドラッグストアを除く） 

医療 
機能 

地域医療支援病院 医療法第４条に規定する施設で、地域医療の確保を図る病
院として都道府県知事が個別に承認した施設 

一般病院 医療法第１条の５第１項に規定する施設で、２０人以上の患
者を入院させるための施設を有する病院 

金融 
機能 

銀行、農協、信用金庫
（本店） 銀行法第２条に規定する銀行、農水産業協同組合貯金保険

法第２条第４項第１号に規定する信用事業、信用金庫法に規
定する信用金庫を行う施設 銀行、農協、信用金庫

（支店） 

郵便局（中央） 日本郵便株式会社法第２条第４項に規定する施設のうち、中
央機能を有する施設 

教育文化 
機能 

文化・芸術施設 

ＳＡＧＡサンライズパーク条例第３条に規定する施設（アリーナ
に限る）、佐賀県立生涯学習センター及び佐賀県立男女共
同参画センター設置条例に規定する施設、佐賀市市民活動
プラザ条例に規定する施設、佐賀市文化交流プラザ条例に
規定する施設、佐賀市文化会館条例に規定する施設等、多
様な市民活動を支援し、市民活動の推進を図る施設 

図書館（本館） 
図書館法第２条第２項に規定する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第１項に規定する施設及び佐賀県立図書館設
置条例第１条に規定する施設 

図書館（分館） 図書館法第２条第２項に規定する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第２項に規定する施設のうちの分館及び分室 

体育館 社会教育調査規則第３条第１３号に規定する体育施設（学校
に設置された施設は除く） 

博物館・美術館 
博物館法第２条第２項に規定する施設、佐賀市歴史民俗館
条例第２条に規定する施設、佐賀バルーンミュージアム条例
に規定する施設等、後世に歴史や文化を伝える施設 

高等教育機関（大学） 学校教育法第１条に規定する施設 

【誘導施設の定義】 
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区分 誘導施設 誘導施設の定義 

行政 
機能 

市役所本庁舎 地方自治法第４条第１項に規定する施設であって、佐賀市役
所の位置を定める条例に規定する施設 

市役所支所 地方自治法第１５５条第１項に規定する施設であって、佐賀市
支所設置条例に規定する施設 

介護福祉
機能 

広域連合事務局 地方自治法第１３８条第２項に規定する施設であって、佐賀中
部広域連合議会事務局設置条例に規定する施設 

保健福祉会館等 
佐賀市保健福祉会館条例に規定する施設及び地域保健法
第５条第１項に規定する施設であって、佐賀県保健福祉事務
所設置条例第２条第２項に規定する施設 

地域包括支援センター 
(おたっしゃ本舗） 

介護保険法第１１５条の４６第２項に規定する施設であって、
佐賀中部広域連合包括的支援事業の実施に関する基準を
定める条例に規定する施設のうち、本部機能を有する施設 

子育て 
機能 中央児童センター 

児童福祉法第３５条第３項及び地方自治法第２４４条第１項
に規定する施設であって、佐賀市児童館条例第２条に規定す
る施設のうち、中央機能を有する施設 

商業 
機能 

百貨店 大規模小売店舗立地法第２条第２項に規定する店舗面積  
１０，０００㎡以上の商業施設 

食品スーパー 
小売店舗のうち、生活に必要な飲食料品や生鮮食料品を取
り扱う売り場面積２５０㎡以上の店舗（コンビニエンスストア・
ドラッグストアを除く） 

医療 
機能 

地域医療支援病院 医療法第４条に規定する施設で、地域医療の確保を図る病
院として都道府県知事が個別に承認した施設 

一般病院 医療法第１条の５第１項に規定する施設で、２０人以上の患
者を入院させるための施設を有する病院 

金融 
機能 

銀行、農協、信用金庫
（本店） 銀行法第２条に規定する銀行、農水産業協同組合貯金保険

法第２条第４項第１号に規定する信用事業、信用金庫法に規
定する信用金庫を行う施設 銀行、農協、信用金庫

（支店） 

郵便局（中央） 日本郵便株式会社法第２条第４項に規定する施設のうち、中
央機能を有する施設 

教育文化 
機能 

文化・芸術施設 

ＳＡＧＡサンライズパーク条例第３条に規定する施設（アリーナ
に限る）、佐賀県立生涯学習センター及び佐賀県立男女共
同参画センター設置条例に規定する施設、佐賀市市民活動
プラザ条例に規定する施設、佐賀市文化交流プラザ条例に
規定する施設、佐賀市文化会館条例に規定する施設等、多
様な市民活動を支援し、市民活動の推進を図る施設 

図書館（本館） 
図書館法第２条第２項に規定する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第１項に規定する施設及び佐賀県立図書館設
置条例第１条に規定する施設 

図書館（分館） 図書館法第２条第２項に規定する施設であって、佐賀市図書
館条例第２条第２項に規定する施設のうちの分館及び分室 

体育館 社会教育調査規則第３条第１３号に規定する体育施設（学校
に設置された施設は除く） 

博物館・美術館 
博物館法第２条第２項に規定する施設、佐賀市歴史民俗館
条例第２条に規定する施設、佐賀バルーンミュージアム条例
に規定する施設等、後世に歴史や文化を伝える施設 

高等教育機関（大学） 学校教育法第１条に規定する施設 

【誘導施設の定義】 

第６章 誘導施設の設定 
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